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事業用トラックが第一当事者となる死傷事故の状況（令和元年） 

 

１．事業用トラックが第一当事者となる死傷事故の状況（令和元年）（図１） 

     令和元年の事業用トラックの死傷事故件数は全体で11,629件ありましたが、その内、追突事故が特に多く、

48.5％を占めています。また、高速道路での死傷事故件数を見ると1,215件あり、その内、追突事故が66.7％ 

を占めています。高速道路では追突事故が多いのは予想されますが、追突事故66.7％の内、50.6％が駐・停車 

中の車両への追突となります。 

※  高速道路では、車間距離、制限速度、健康管理、車両管理がポイント！ 

２．事業用トラックが第一当事者となる交差点での死亡事故の状況（令和元年）（図２） 

    ①交差点における対歩行者、対自転車の死亡事故（７４件）は、追突事故（３７件）の２倍 

   ※ 交差点では、特に対歩行者・自転車に注意！ 

   ②左折死亡事故は、８割強が大型車による対自転車事故（２２件） 

 ※ 大型車の左折時は特に自転車に注意！ 

   ③直進死亡事故は、約７割が対歩行者事故（２０件）、６割以上が７０歳以上の高齢者 

     ※ 直進時は特に高齢の歩行者に注意！ 

   ④右折死亡事故は、約９割が対歩行者事故（１７件）、７割以上が７０歳以上の高齢者 

 ※ 右折時は特に高齢の歩行者に注意！ 

不明な点は気軽に適正化指導員にお尋ね下さい。 
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